
1 書 査 の開 始

被害者などからの申立てによる場合と、 検察審査会が自

ら知り得た資料 (たとえば新聞記事など) を きっかけに職

権で審査を開始する場合の2つがぁります。

2 審 査 会 議

審査は、通常、検察庁から取り寄せた捜査記録などの書

面を調べる こ と に よ り 行 い ま す 。  検察審査会が必要と認め

る場合は、検察官から意見を聴取したり、審査補助員(弁

護士) の 助 言 を 求 め た り す る こ と も で き ま す 。

なお、審査会議は非公開で行われます。

3議決の種類
審査を終えると、通常、次の3つのうち、いずれかの議

決をします。 ①については8人以上、 ②及び③については
6人以上の多数が必要です。

① 起訴相当の議決

「検察官の不起訴処分は間違つている。 起訴して裁判にか

けるぺきだ。 」という判断をした場合の議決です。

② 不起訴不当の議決

「検察官の不起訴処分は納得できない。 もっ と 詳 し く 捜 査

した上で起訴・不起訴の処分をすぺき だ 。 」 と い う 判 断 を し

た場合の議決です。

③ 不起訴相当の議決

「検察官の不起訴処分は相当である。 」という判断をした

場合の議決です。

4 結 果の通知等
議決をしたときは、 その結果を不起訴処分をした検察官

が所属する地方検察庁の検事正や申立人などに避ロ します。

また、検察審査会の掲示場にその要旨を7日間掲示します。

5 第 二 段 階の審査

起訴相当の議決(3①)に対し、検察官が改めて不起訴

処分をした場合や定められた期間内に処分をしない場合、

検察審査会は再度の審査(第二段階の審査)をします。

その結果、起訴すべき で あ る と の 議 決 ( 起 訴 議 決 ) を す

る と 、  その議決は強制力を持ち、 裁判所が指定した弁護士

が検察官に代わって公訴を提起 (起訴) す る こ と に な り ま

す。

こ の よ う に 、  起訴議決には法的拘束力がぁりますので、

第二段階の審査を行う場合には、 より慎重かつ適正な判断

が な さ れ る よ う 、 必 ず 審 査 補 助 員 ( 弁 護 士 ) を 委 嘱 す る こ

ととされています。また、起訴議決の前には、検察官に意

見を述ぺる機会を与えなければなりません。
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裁判員制度とはどこが違うの ?

検察審査会制度と裁判員制度の主な違いは、次の表のとお

り で す 。 _i 1 11」 1_
職 務

人 数

一定の重大な犯罪について刑

事裁判に参加し、被告人が有罪

か無罪か、有罪の場合どのよう

な刑にするのかを裁判官と一緒

に決める。

一事件につき、原則6人(その他

補充裁判員もいる)。

主に検察官の不起訴処分の当否
について審査する。

一審査会につき、ll人(その他

同数の補充員もいる)。

任 期
6か月。ただし、審査会議は月に

l ̃ 2 回 ( 全 国 平 均 ) 。

参加する対象事件の公判開始か
ら判決まで。多くの場合3日か
ら5日。

裁判は公開、評議は非公開。

公開・

非公開
会議はすべて非公開。

検察審査会は、 全 国 に 1  6 5 庁 設 置 さ れ て お り 、  全国の地
方裁判所と主な地方裁判所支部の庁舎内にあります。

詳しい情報をお知りになりたい方は、検察審査会のウェ ブ
サ イ  ト を ご 覧 い た だ く か 、  検察審査会事務局までお間い合わ

せ く だ さ い 。
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検察審査会は、 検察審査会法 ( 昭 和 2 3 年 法 律 第 1 4 7
号 )  に よ り 設 置 さ れ た 国 の 機 関 で あ り 、  選挙権を有する国民

の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官が事
件を起訴しなかったこと (不起訴処分) の よ し あ し を 審 査 し
て い ま す 。

昭 和 2 3 年 に 制 度 が 始 ま って か ら 、  こ れ ま で に 6 3 万 人 以
上の方が検察審査員 ・補充員に選ばれています。

-能の察検察警

不起訴処分1

納得できませ

申立て< 申立てが、できるのは、
その犯罪の被 害 者 や

告訴・告発をした人など
に限られています。

有権者
(衆議院議員選挙人名薄に登録された方)

検察審査員候補者
1つの検察審査会ごとに年間40 0 人

( 各 群 1 0  0 人 x 4 群 )

検察審査員・補充員
群 に よ り 各 5 人 ま た は 6 人
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各市区町村の選挙管理委員会が有権者を対象に行つたくじ

の結果をもと に 、  各検察審査会事務局において、 第 1 群 か ら

第 4 群 ま で の 群  (任期が異なる4つのグループ) ご と に 検 察

審査員候補者名薄を作成し、候補者にその旨の通知をします。

候補者には、任期開始の約3か月前までに質間票を送付し、

その回答などに基づいて、 一定の職業(司法関係者等)に就い

ている人や辞退が認められた人などを候補者から除いた上で、

くじで検察審査員・補充員を選びます。

検察審査員・補充員に選ばれた方には、任期開始の約1か月

前までに、 検察審査会事務局からその旨と最初の会議日をお知

らせします。

※ 群ごとの任期、選ばれる時期や人数については、下の図

を ご 覧 く だ さ い 。

検察審査員 ・ 補充員の任期は6か月で、 3か月ごとに約半

数が入れ替わります。 任期の前半は経験を積んだ前の群の審

査員と審査を行い、 任期の後半は後の群の審査員と審査を行

う こ と で 、  円 滑 に 審 査 を 進 め ら れ る よ う に なっています。= ( 任 期 は 6 か 月 )
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第 l 群
[ l 2月選定]
( 各 5 人 )

第 2 群
[ 3 月 選 定 ]
( 各 6 人 )

第 3 群
[ 6 月 選 定 ]
( 各 5 人 )

第 4 群
[ 9 月 選 定 ]
( 各 6 人 )
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任期中には、審査会議に出席して、不起訴処分のよしあし

を審査していただきます。

審査会議は、 1 1 人 の 検 察 審 査 員 が 参 加 し て 開 催 さ れ 、 検

察審査員の中から互選された検察審査会長が議長となって、

進行します。

※ 事件審査の流れについては、裏面をご覧ください。

検察審査員・補充員が検察審査会議に出席した場合には、

政令に基づき、交通費・日当等が支払われます。
なお、審査会議は、平均で月に1̃2回です。

検察審査員の仕事は、 検察官のした不起訴処分が国民の常

識に合致しているか否かを判断することです力、ら 、  法律的な

専門知識は不要です。

審査に必要な場合は、 法律上の問題点などについて、 審査

補 助 員  (弁護士) の助言を求めることができます。

検察審査会は、 11人の検察審査員によって 構 成 さ れ ま す

が、 1 人 でも検察審査員が欠けると 、  会 議 を 開 き 議 決 す る こ

と が で き な い こ と に なっています。 そ こ で 、  検察審査員が病

気等で会議に出席できなくなったり、 やむを得ず辞任した場

合などに、 その人に代わって検察審査員の仕事をしていただ

き ま す 。

検 察 審 査 会 議 は 非 公 開 で 行 う こ と と さ れ て お り 、  検察審査

員 ・ 補 充 員 に は 、 守 秘 義 務 ( 秘 密 を 守 る 義 務 ) が ぁ り ま す 。

これは、 検察審査員が会議の場で自由に発言できるようにす

る と と も に 、  捜査の秘密や関係者のプライバシーを 守 る た め

に必要とされています。

ただし、 検 察 審 査 員 ・ 補 充 員 を 経 験 し た 感 想 を 話 す こ と は

問 題 あ り ま せ ん 。

広く国民の皆さんに参加していただく制度ですので、 原則

と し て 辞 退 す る こ と は で き ま せ ん 。  ただし、 法律が定める辞

退 事 由 ( 次 の ①̃⑥ ) に 該 当 す る と 検 察 審 査 会 が 認 め た 場 合

は、 辞 退 す る こ と が で き ま す 。

① 年齢が70歳以上の人

② 国会又は地方公共団体の議会の議員(会期中に限る。)

③ 公務員や教員

④ 学生や生徒

⑤ 次の経験がぁる人

過去5年以内に検察審査員・補充員、裁判員・補充裁判

員を経験した

過去3年以内に選任予定裁判員になった
過去1年以内に裁判員候補者として裁判員等選任手続期

日に出頭した(ただし、辞退した方は除く。)

⑥ 重い病気、長期海外帯在、 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 が

あっ て 、  検察審査会から辞退の承認を受けた人


